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国の行政組織の一部であった国立大学は、平成16

年4月からの国立大学法人法の施行により、大学毎

に法人格が付与され、九州大学は、国立大学法人九

州大学が設置する大学となりました。これにより、

国による予算、組織等の規制は大幅に縮小し、大学

の責任で決定できるようになりました。教授会の合

議中心だった運営をトップダウン型に切り替えたこ

とにより、大学全体の意思決定の速度を上げるとと

もに、総長の統率力を大学運営・経営により効率的

に反映させています。

 ★もっと詳しく知るには
・国立大学法人法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/

elaws_search/lsg0100/
（法令データ提供システムより）

※法令索引検索にて「国立大学法人法」を入力し検

索してください。

・九州大学学則

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/info

rmation/rule/rulebook/pdf/1/1/2004kisoku001.

pdf

・国立大学法人九州大学の運営組織

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/organization/

 ◆問合せ先
・総務部総務課総務第一係 092-802-2125

内線:90-2125

国立大学法人法で国立大学法人の管理運営等に関

する重要事項を審議する機関として役員会、経営協

議会、教育研究評議会、総長選考会議を置くことが

定められています。また、九州大学学則に九州大学

における重要事項を審議するために将来計画委員会

をはじめとし、重要事項毎に各委員会を置くことが

定められています。

主な会議の概要は下記のとおりです。

（１）役員会
○国立大学法人法で、総長が次の事項について決定

しようとするときに、役員会の議を経なければな

らないことと規定されています。

①中期目標についての意見及び年度計画に関する

事項

②文部科学大臣の認可又は承認を受けなければな

らない事項 

③予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

④重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

⑤その他役員会が定める重要事項

○構成員：総長、理事

（２）経営協議会
○国立大学法人法に基づき、経営に関する重要事項

を審議

○構成員：総長、理事（5名）、病院長、部局長（6

名）、学外有識者（14名以上）

（３）教育研究評議会
○国立大学法人法に基づき、教育研究に関する重要

事項を審議

○構成員：総長、理事、副学長、研究院長、学府長、

学部長、基幹教育院長、高等研究院長、研究所長、

病院長、附属図書館長、情報基盤研究開発セン

ター長、センター群協議会の議長等

（４）総長選考会議
○国立大学法人法に基づき、総長を選考し、文部科

学大臣に総長の任命を申し出

○構成員：経営協議会学外委員7名、教育研究評議

会評議員7名、総長又は理事４名以内

（５）部局長会議
○部局長等を構成員とする以下の委員会の総称

、会員委価評学大、会員委務財、会員委画計来将 

ハラスメント委員会、男女共同参画推進委員会、

大学の組織

諸会議

管理運営

人事委員会、基金委員会、障害者支援推進委員会

○構成員：総長、理事、副学長、研究院長、学府長、

学部長、基幹教育院長、高等研究院長、研究所長、

病院長、附属図書館長、情報基盤研究開発セン

ター長、センター群協議会の議長、事務局長等

（６）役員協議会
○九州大学の組織及び運営に係る諸課題等につい

て、構成員間の情報共有や意見交換を通じた合意

形成を図る。

○構成員：総長、理事、監事、病院長

Kyushu University 1

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/1/1/2004kisoku001.pdf
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/organization/


 

 

 

  

 

 

 

 

（７）大学マネジメント・ミーティング
○九州大学の組織及び運営に係る諸課題について、

構成員間の情報共有や意見交換を図る。

○構成員：総長、理事、監事、副学長、副理事及び

病院長

（８）役員・部局長懇談会
○役員等と部局長との間で、九州大学の組織及び運

営に関する情報及び意見の交換を行う。

○構成員：総長、理事、監事、副学長、副理事及び

部局長

 ★もっと詳しく知るには
・九州大学学則

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/info

rmation/rule/rulebook/pdf/1/1/2004kisoku001.

pdf

・国立大学法人九州大学の運営組織

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/infor-

mation/organization/committee/

 ◆問合せ先
・総務部総務課総務第二係 092-802-2126/2127

内線:90-2126/2127

教員の職位と職務

○教員の職位と職務内容等
本学の教員の職位と職務内容等については、学校

教育法第92条及び九州大学学則第22条により（表

「教員の職位と職務内容等」をご覧ください。）規定さ

れています。

○関係法令の規定趣旨
従来、大学の教員組織のあり方については、特に、

研究面において、若手の大学教員が柔軟な発想を生

かした研究活動を展開する上で必ずしも適切なもの

になっていない等の指摘がなされていました。

学校教育法第92条は、この指摘に応えて平成19

年4月1日から施行されたものであり、次のような

趣旨で整備されています。

う行を究研育教ら自、ていつに手助のでまれそ ・

ことを主たる職務とする「助教」と、教育研究の

補助を主たる職務とする「助手」に明確に分け

る。

位たし応相に態実、ていつに授教助のでまれそ ・

置づけを与えるとともに、国際的な通用性を図

る観点から、新たに「准教授」と位置づける。

るす有が職各、ていつに教助び及授教准、授教 ・

べき知識及び能力等に区別を設ける一方、職務

内容を共通に規定する。

本学において、教員の具体的な職務分担を定める

際には、各職の位置付け及び職務内容を踏まえ、適

切な役割分担と連携の下で組織的に職務を遂行する

ことができるよう留意する必要があります。

職位 各職が有するべき知識及び能力等 職務内容

教授 専攻分野について、教育上、研究上又は実務上
の特に優れた知識、能力及び実績を有する者

学生を教授し、その研究を指導し、又は
研究に従事する。

准教授 専攻分野について、教育上、研究上又は実務上
の優れた知識、能力及び実績を有する者

学生を教授し、その研究を指導し、又は
研究に従事する。

助教 専攻分野について、教育上、研究上又は実務上
の知識及び能力を有する者

学生を教授し、その研究を指導し、又は
研究に従事する。

講師 教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

教務助手
（助手）

その所属する組織における教育研究の円
滑な実施に必要な業務に従事する。

准助教 教授及び准教授の職務を助ける。

（注１） 教務助手は、学校教育法第92条第9項の「助手」に該当します。
（注２） 准助教は本学独自の職であり、学校教育法第92条第2項に基づき置くこととしています。

教員の職位と職務内容等（学校教育法第92条及び九州大学学則第22条より）
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 ★もっと詳しく知るには
・九州大学の新しい教員組織について －「准教

授」・「助教」の導入をめぐって―

（平成19年1月29日役員会決定）

http://www.kyushu-u.ac.jp/f/5772/arikata.pdf

・各職種の新制度への移行スキーム

http://www.kyushu-u.ac.jp/f/5773/sukiimu.pdf

・九州大学の新しい教員組織の在り方に関する

ＱandＡ

（平成19年1月29日企画部企画課）

http://www.kyushu-u.ac.jp/f/27079/QandA.pdf

 ◆問合せ先
企画部企画課 092-802-2179

内線:90-2179 

kiksomu@jimu.kyushu-u.ac.jp

学務部学務企画課 092-802-5928 

 内線:90-5928

gakikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

学府・研究院制度

学府・研究院制度は、大学院の教育研究組織であ

る「研究科」を、教育組織としての「学府」（Graduate 

School）と研究組織としての「研究院」（Faculty）に

分離することによって、教育上の目的を重視した組

織編成と研究上の目的を重視した組織編成にそれぞ

れ柔軟に対応できるようにするものです。

大学院重点化に伴って、教員の所属は従来の学部

から大学院に移り、さらに大学院を教育組織と研究

組織に分離することにより、学府・学部教育への研

究院の枠を超えた教員の多様な参加が可能となりま

した。

 ★もっと詳しく知るには

 ◆問合せ先
企画部企画課企画係 092-802-2179

内線:90-2179

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/plan/

change-past/research/
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人 文 科 学 府 人 文 科 学 研 究 院 文 学 部

共 創 学 部

地 球 社 会 統 合 科 学 府 比 較 社 会 文 化 研 究 院

人 間 環 境 学 府 人 間 環 境 学 研 究 院 教 育 学 部

法 学 府 法 学 研 究 院 法 学 部

法 務 学 府

言 語 文 化 研 究 院

経 済 学 府 経 済 学 研 究 院 経 済 学 部

理 学 府 理 学 研 究 院 理 学 部

数 理 学 府 数 理 学 研 究 院

シ ス テ ム 生 命 科 学 府

医 学 系 学 府 医 学 研 究 院 医 学 部

歯 学 府 歯 学 研 究 院 歯 学 部

薬 学 府 薬 学 研 究 院 薬 学 部

工 学 府 工 学 研 究 院 工 学 部

芸 術 工 学 府 芸 術 工 学 研 究 院 芸 術 工 学 部

シ ス テ ム 情 報 科 学 府 システム情報科学研究院

総 合 理 工 学 府 総 合 理 工 学 研 究 院

生 物 資 源 環 境 科 学 府 農 学 研 究 院 農 学 部

統 合 新 領 域 学 府 高 等 研 究 院

生 体 防 御 医 学 研 究 所

応 用 力 学 研 究 所

先 導 物 質 化 学 研 究 所

●学府・研究院・学部の構成

マス・フォア・インダストリ研究所

   は、教育関係共同利用拠点である。

   は、共同利用・共同研究拠点である。

基 幹 教 育 院
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基幹教育院

九州大学では、「様々な分野において広く全世界

で活躍し、指導的な役割を果たす人材の輩出」を教

育の目標に掲げ、全学一体となって教育に取り組ん

でいるところですが、多様な課題を抱えた国内外の

社会からの大学教育に対する期待や要請に応えつ

つ、国際社会において真にリーダーとして活躍でき

る人材を育成するためには、これまで以上に体系的

で幅広い質の高い教育を充実させていかなければな

りません。そのためにも、全学教育から専門教育へ、

専門教育から大学院教育に至る一貫した教育システ

ムの再構築に取り組むこととし、平成23年10月「基

幹教育院」を創設しました。

平成26年度から開始した「基幹教育」は、大学に

入学したばかりの学生に対し、専門教育を学ぶ前に、

さまざまな選択肢と出会う学びの機会を創り、幅広

い知識や視野を育成すると同時に、生涯に渡って自

律的に学び続けるアクティブ・ラーナーとしての

「学び方を学ぶ」「考え方を学ぶ」ための姿勢と態度

（基幹）を育成することを大きな目標としています。

基幹教育を担う組織が基幹教育院です。基幹教育

院は、カリキュラム構成などにあたり各研究院等と

の有機的連携を図り、基幹教育を充実していくため

のマネージャー的役割を果たします。また、基幹教

育は、旧教養部とは異なり、九州大学の全ての組織

の教員の参画（全学出動体制）によって営まれていま

す。このことで、大学入学の早い段階から学生は、

幅広い知識や多様な経験やユニークな考えを持つ多

くの教員に接することができます。

「基幹教育」は、1年次に基礎的な学びの技法獲得

と知の基礎的体験をする学び、2年次以降に専門の

研究を続けながら専門分野を補強していく学びで構

成されます。

 ★もっと詳しく知るには
基幹教育院のウェブサイト

https://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/

 ◆問合せ先
基幹教育・共創学部課 092-802-5941 

内線:90-5941

   

   

高等研究院

高等研究院は、本学が世界的教育研究拠点として、

学界をリードする卓越した研究成果を上げるため

に、分野を問わず、本学の誇る優れた研究者のうち、

その専門分野において極めて高い研究業績を有する

者、ポスト・プロフェッサー及び本学の次世代を担

う若手研究者が実質的かつ高度な研究活動を展開す

る場として、全学的な協力体制のもとに平成２１年

１０月に設立されるとともに、これらの活動を通じ

て世界へ飛躍する若手研究者を育成し、その研究成

果を広く社会に還元することを目的としておりま

す。
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 ★もっと詳しく知るには
・九州大学高等研究院ホームページ

http://ias.kyushu-u.ac.jp/

 ◆問合せ先
・高等研究院全般について

研究・産学官連携推進部研究企画課研究企画係

092-802-2323
内線:90-2323

教育改革推進本部

教育改革推進本部は、教育の質向上を図る教学マ

ネジメント組織として、教育課程の改善や教育方法

の向上、高大接続・入試改革など、全学的な教育改

革を組織として推進するため、学内に分散する複数

の教育支援センターを再編成し、教育改革のＰＤＣ

Ａサイクルを確立することを目的に設置された組織

です。

総長を本部長とし、全学的な教育改革の方針・計

画等の企画・立案等を行うため、教育改革を進める

上で必要な「企画・評価」、「教育方法・教材開発」、

「アドミッション」、「キャリアサポート」の４つの部

門を設置し、教育ビッグデータの分析・可視化・活

用を担う「ラーニングアナリティクス」部門をエンジ

ンとして、エビデンスに基づく教育改革の取組を進

めています。

また、各部門・部局の壁を越えて全学的に重点的

に取り組むべき教育改革を「教育改革推進プロジェク

ト」と位置づけ、戦略的に全学的な教育の質向上を

推進していくことはもとより、部局の要望に応じ部局

支援の取組も行っています。

 ★もっと詳しく知るには
教育改革推進本部ホームページ

https://ueii.kyushu-u.ac.jp/

 ◆問合せ先
九州大学学務部学務企画課企画調査係

092-802-5928

内線:90-5928

gakikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

学術研究・産学官連携本部

学術研究・産学官連携本部は、本学における学術

研究等の推進支援及び産学官連携のマネジメント組

織として、国立大学の使命に基づき、学問と社会の

発展に貢献することをミッションとしています。

 
 

 

〇高等研究院のミッション
１）高度な研究活動の展開

２）次世代を担う若手研究者の育成

３）卓越した研究成果の学内外への発信
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本部長補佐
研究・産学官連携推進部長

本部長補佐
副理事

（産学官連携担当）

副学長
（研究担当）

本部長（総長）

副本部長
理事（研究担当）

本部長補佐
副理事

（研究担当）

学術 学 本

総 括・調 整

副本部長
理事（産学官連携担当）

副学長
（産学官連携担当）

係関携連官学産係関究研

 

 

 

 

当本部では、研究戦略策定の支援や研究プロジェ

クトに関する企画・調整・申請・実施支援、国内外

の産学官連携の推進、知的財産の発掘と権利化など

研究者や部局事務等への支援を行っています。

 ★もっと詳しく知るには
ジーペムーホ部本携連官学産・究研術学 ・

https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/index.php

 ◆問合せ先
・研究・産学官連携推進部研究企画課研究総務係

092-802-2320

内線:90-2320

情報統括本部

情報統括本部は、九州大学における学内外への情

報関連サービスを担うとともに、サイバーセキュリ

ティの強化に取り組んでいる組織です。学生や職員、

さらには学外まで含めた九州大学の全ての関係者に

安全で快適な情報基盤を提供することを使命として

います。

○設置目的 
情報統括本部は、2007年（平成19年）、全学的な

情報基盤の整備、情報技術を用いた教育・研究及び

大学運営に関わる業務の総合的な支援を行うため設

置されました。

サイバーセキュリティセンターは、2014年（平成

26年）12月に、九州大学におけるサイバーセキュリ

発セン

心

備推進

成され （

究 診療

 

 

ティに関する教育・研究・その他全ての活動を一元

化し、強化するために設置されました。

○組織図
情報統括本部は、「情報基盤研究開発センター」、

「情報システム部」並びにこれらの組織を中心に学内

部局との連携で設置される「情報環境整備推進室」及

び「サイバーセキュリティセンター」の４つの組織を

中心として、全学体制で構成されています。（P８

「情報統括本部組織構成図」）

○業務概要
主な業務概要については、大項目（P88）「情報

サービス」の頁をご参照ください。

（１）全学的視野で学内情報通信環境の高度化と利便

性の向上を図り、学生・職員にとって安全で快適

な情報基盤と、教育・研究・診療・業務を支援す

る情報環境を提供しています。

次の事業活動を通じて学内における情報環境整

備を推進しています。

・ネットワーク事業 ・認証基盤事業

・教育基盤事業 ・学務教務支援事業

・ソフトウェア事業 ・図書館連携事業

・広報事業 ・九大CSIRT

・情報共有基盤事業

（全学メール・Microsoft 365）

・ISMS運用事業

・情報セキュリティ対策基本計画事業
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（２）我が国の学術情報基盤整備の一翼を担うととも

に、地域の拠点大学として域内情報基盤の整備及

び利活用の中心的、指導的役割を担っています。

また、情報基盤研究開発センターの有する国内

有数の計算能力、ネットワークを活用し、全国共

同利用ユーザへのサービスを行うとともに、さら

に共同利用・共同研究拠点として最先端研究を遂

行しています。

次の事業活動を通じて全国共同利用・共同研究

の情報環境整備を推進しています。

ンィテーュピンコスンマーォフパイハ（CPH ・

グ）事業

（３）サイバーセキュリティセンターは、全学生に対

する教育、専門的な教育、スペシャリスト育成の

ための教育を行います。

全学生に対する教育は、情報倫理、法律、プラ

イバシー、事例、機器設定などに関する基礎的な

内容を扱い、今後、サイバー空間で生活していく

うえで、自らが不利益を被ったり、他人に迷惑を

かけない卒業生を社会に輩出します。専門教育で

は、各学部の専門で必要となる個別のサイバーセ

キュリティの項目を抽出した教育プログラムを開

発し、色々な分野の専門家がそれぞれ自分に必要

なサイバーセキュリティについて学べるようにし

ます。サイバーセキュリティのスペシャリスト教

育は、高度な技術を扱う講義やサイバー演習を通

じて、サイバーセキュリティの分野で即戦力的に

働ける人材を育てます。

 ★もっと詳しく知るには
情報統括本部ホームページ

https://iii.kyushu-u.ac.jp/

サイバーセキュリティセンターホームページ

https://cs.kyushu-u.ac.jp/

 ◆問合せ先
情報統括本部

・情報システム部情報企画課

企画・総務グループ 092-802-2614

内線:90-2614

ogssyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp

（情報企画・総務・財務全般に関すること）

・情報システム部情報企画課

事務ICT支援グループ 092-802-2620

内線:90-2620

e-office@jimu.kyushu-u.ac.jp

（事務用LAN、業務用システムに関すること）

・情報システム部情報基盤課 092-802-2682

内線:90-2682

（ネットワーク、全学基本メール、キャンパスラ

イセンス、全学共通ICカード、教育学習環境支

援サービス、教育・研究支援サービス、遠隔講

義・会議システム、認証に関するサービス等の

提供に関すること）

よろず相談窓口 help@iii.kyushu-u.ac.jp

092-802-2682

内線:90-2682

（情報統括本部のサービス全般に関すること）

サイバーセキュリティセンター

092-802-2661

内線:90-2661

cs-staff@cs.kyushu-u.ac.jp

インスティテューショナル・リサーチ室（IR室）

IR室は、大学運営の基盤となる情報の調査・収

集・分析および提供により、九州大学の意思決定を

支援するため、旧大学評価情報室を発展的に改組し、

平成28年4月に設置されました。〔※IR（Institutional 

Research）とは、データを収集・分析し、大学の意

思決定を支援することです。〕

「九州大学アクションプラン」の具体的取組として

「IR情報を一元化する仕組みの構築とそれを活用し

た迅速な機能強化改革」が挙げられており、収集情

報の分析を通じて大学の強み弱みを的確に把握し、

課題解決に向けた方策を企画・立案する総長・執行

部に対して、エビデンスに基づいた改革改善の支援

を行い、大学全体の高度化・機能強化に繋げること

をミッションとしています。

○IR室Webサイト
総長・執行部に対して大学運営に必要な情報を提

供する仕組みとして「IR室WEBサイト」を構築し、

ステークホルダー毎にコンテンツの整理を行い、レ

ピュテーションマネジメント推進の一環として、教
職員（平成29年7月）及び学外（平成29年10月）に

も公開しています。本学の現状の把握、各種業務へ

積極的にご活用ください。

【URL】https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp
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○IRデータリスト
総長・執行部に対して迅速かつ効率的にデータや

分析結果を提供することを目的として、学内に散在

する「保有IR情報」の収集・精査を行い、IR情報の管

理部署やデータ定義を一覧表示した「IRデータリス

ト」を作成しております。どこの部署が、どのよう

な内容、期間のデータを保有しているかを把握する

ことができますので、各種業務において有効活用く

ださい。

＜IR室Webサイトへ教職員限定公開（※右記参照）＞

○ 研究分析ツール「SciVal」、研究者プロファイリン
グツール「Pure」
IR室では、国内外における研究者自身の研究分野

の動向や研究力の把握、それらの可視化、さらには、

研究成果の発信を行うことによって、本学の国際競

争力の向上、研究面での機能強化を目的として、両

ツールを導入しています。

 

 

 

IR 関連システム概念図（IR 体制整備加速期間に整備するシステム）

人
事

○ KYUSHU UNIVERSITY FACT BOOK
大学全体や各部局等の現状を把握し、総長・執行

部をはじめとした各ステークホルダーに対して、本

学の現状を分かりやすく伝えることを目的として、

IR 室で収集したオープンデータを中心に、経年比較

によるグラフ表示等を用いて作成しています。また、

2019年より見たい情報のみを選択し、ニーズに応

じてグラフを変化させることのできる「Interactive 

FACT BOOK」を IR 室 Web サイトで公開しています。

Interactive FACT BOOK では、データを随時更新して

最新の状態のものが見られるようにしています。

＜ IR 室 Web サイトへ学外公開（※右記参照）＞

★もっと詳しく知るには
・IR 室 Web サイト

https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/

＊  IR データリスト：データ・情報＞ IR 情報（教

職員限定）＞ IR データリスト

＊  KYUSHU UNIVERSITY FACT BOOK：データ・情報

＞一般公開データ・情報＞FactBook（IRデータ集）

・ 研究分析ツール「SciVal」：IR 関連システム ＞ SciVal

https://www.scival.com/home

＊ SciVal マニュアル等：

 https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/data-info/

teacher/teacher/scivalmanual

・研究者プロファイリングツール「P
ピ ュ ア

ure」

【 アドミンサイト（教員限定）】※個人プロファ

イルの管理用サイト：IR 関連システム ＞ Pure

 https://kyushu-u.pure.elsevier.com/admin/login.

xhtml
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コンプライアンス違反通報窓口

本学では、国立大学法人法又は他の法令若しくは

本学の規則等に違反する事実についての学内外から

の通報を受付ける窓口を設置しています。

○通報窓口
九州大学法務・コンプライアンス課

〒819-0395 福岡市西区元岡744 

ＴＥＬ 092-802-6648

内線:90-6648

E-mail tuho@jimu.kyushu-u.ac.jp

○通報に当たっての留意事項
・原則として顕名によること。なお、通報者は、悪

意に基づく通報であると認定されない限り、単に

通報したことを理由に不利益な取扱いを受けるこ

とはありません。

・通報するに足りる合理的な理由又は根拠を示して

ください。

・通報は、その内容に応じて、コンプライアンス違

反事案に係る事務を主管している部署に取り次

ぎ、又は必要な情報を教示します。

・通報者は、調査に対し、誠実に協力してください。

・悪意に基づく通報であると認定された場合には、

処分などの必要な措置を講じることがあります。

○その他の通報窓口
次に関する相談・通報はそれぞれの窓口で対応し

ます。

・ハラスメント相談・苦情申し立て（p108）

https://www.kyushu-u.ac.jp/f/41716/ハラスメント

の苦情相談・苦情申立等の流れ_R011101.pdf

・研究不正申立窓口（p65）

https://www.kyushu-u.ac.jp/f/40751/renraku_

201001.pdf

・研究費の不正使用に関わる通報窓口（p67）

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/research/ethics/

prevention/madoguchi/

・学位審査に関する通報窓口（p42）

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/contact/

gakuituho/

・学生なんでも相談窓口（p46）

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/contact/

consultation/

 ★もっと詳しく知るには
・国立大学法人九州大学コンプライアンス違反通

報窓口運用規程

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/

rule/rulebook/pdf/439/1/2014kitei154.pdf

 ◆問合せ先
・コンプライアンス違反通報窓口について

法務・コンプライアンス課 092-802-6648

内線:90-6648

【  ポータルサイト（学外公開）】※研究業績公開

用のサイト： IR 関連システム ＞

  Pure（Portal サイト）

https://kyushu-u.pure.elsevier.com

＊ Pure マニュアル等：

 https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/data-info/

teacher/teacher/puremanual

◆問い合わせ先

・ 九州大学インスティテューショナル・リサーチ室（IR 室）

電話 092-802-2145

（内線：伊都90-2145,7270）

メール kikir@jimu.kyushu-u.c.jp
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